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１【提出理由】

　当社は、平成29年11月７日開催の取締役会において、中国北京市に新会社を設立することを決議いたしました。当該

子会社は特定子会社になりますので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条

第２項第３号の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

 

２【報告内容】

(1）当該異動に係る特定子会社の名称、所在地、代表者、資本金及び事業の内容

①　名称　　　：井村屋（北京）企業管理有限公司

②　所在地　　：中国北京市

③　代表者　　：董事長　冨永　治郎（非常勤）

④　資本金　　：2,100千米ドル（約２億37百万円、１ドル＝113円）

⑤　事業の内容：中国事業会社全体の資金管理、財務、総務管理、事業戦略策定に関する支援業務等

 
(2）当該異動の前後における当社の所有に係る当該特定子会社の議決権の数及び当該特定子会社の総株主等の議決

権に対する割合

①　当社の所有に係る当該特定子会社の議決権の数

異動前：―

異動後：2,100千米ドル（約２億37百万円、１ドル＝113円）

②　総株主等の議決権に対する割合

異動前：―

異動後：100％

（注）「当社の所有に係る当該特定子会社の議決権の数」は出資額を、「総株主等の議決権に対する割合」は出資

比率を、それぞれ記載しております。

 
(3）当該異動の理由及びその年月日

①　異動の理由　：当社グループは、中国事業の一元化（One China）に向け、管理業務の集約化と資金の有効活

用を図るとともに、グループ会社間の情報共有、人材交流を推進し、中国事業全体の成長に

向けた事業戦略を構築、展開することを目的として設立します。

当該子会社は、資本金の額が当社の資本金の額の100分の10以上に相当し、特定子会社に該当

することによるものであります。

②　異動の年月日：平成29年11月中（予定）

以　上
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